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稲田草庵　

ご縁であろうとも、聖人自ら「師法然

上人の流罪がなかったならば私も流

罪になっていなかの人々とともに仏法

を聴聞することはなかったであろう」

(『御
ごでんしょう

伝鈔』上巻 )とご述懐されているよ

うに、数百年経過した現在、私達聖人

の教えを聞く者は、流罪という出来事を

お念仏とともに遇法の縁と転換されてい

かれた聖人の教えを聞くことのできる貴

さを噛みしめざるを得ません。

　古より「郡山環回、彷彿西京」と呼ば

れてきた笠間の地は、聖人をして懐かし

　　　　　い生まれ故郷の京都を思い出させる環

境であったとも推察され、また、師法然上人から聴

聞した本願他力念仏のみ教えの集大成ともいうべき
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の制作にとりかかられたとされるこの地は、聖人に

とってまさに第二の故郷とも言うべき地であったと

思われます。またそのことは、聖人が念仏の息とと

もに人生を終えられる最後まで関東の人 と々悲喜交

流を続けられたということからも窺うことができます。

　翻って、現在は、筑波山系の山々に囲まれた稲田

草庵旧跡寺院として稲田の西念寺が稲田草庵跡とし

て伝えており、また、約 20 年間の関東滞在中に住

まわれたとされる草庵跡を伝える複数の旧跡の他、

聖人自筆のお手紙等を伝える近隣寺院においても聖

人の当時のお姿とお念仏のみ教えに触れることがで

きます。

　毎年、真宗本廟で勤まる報恩講 (11月 22日～

28日 )の 25日夕方から拝読される、親鸞聖人の

伝記『御
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り。」とあり、僧侶であろうと俗人であろうと身分に

関係なく数多の人々が稲田に住まわれている聖人の

粗末なわらぶきの家を訪ね、直接に念仏のみ教えを

聞き、聖人もまたその状況を喜ばしく思われ、若い

時に念願していた人 と々共に仏法を聴聞することの

本懐が成し遂げられたと言われたと伝えられていま

す。この短文の中に、聖人の「笠間郷

稲田」( 茨城県笠間市稲田 )を中心に

した東国伝道教化の基本姿勢とその

状況を窺うことができます。

　聖人が流罪の地である北陸の越後

国 (新潟県 )よりご家族とともにはるば

る常陸国 ( 茨城県 )に移住された理由

については、現在、様々な見解を知る

ことができますが、たとえどのような
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